
 
平成２０年１１月 ５日 
大野町事務職員部会 

No．９ 
じむだより 

 
 朝晩がめっきり冷え込み、１日の温度差が激しい時期になりました。風邪などひかないよう体に気をつけて下

さい。 
さて、平成２０年も残すところ残り２ヶ月となりました。今号では年末調整について特集します。私たちは毎

月の給料から所得税が源泉徴収されています。その源泉徴収をした税額の 1 年間の合計額は、給与の支払いを

受ける人の年間の給与総額について納めなければならない税額（年税額）と一致しないのが通常です。このよう

な不一致を精算するため、1 年間の給与総額が確定する年末にその年に納めるべき税額を正しく計算し、それま

でに徴収した税額との過不足を求め、その差額を徴収又は還付することが必要となります。この精算の手続きを

「年末調整」とよんでいます。 
今年分の年末調整に関わる提出書類は次のとおりです。書類記入に際して不明な点があれば、自校の事務職員

にお尋ねください。 

所得税の年末調整各種申告書の提出について 
 

裏面の説明をよく読み、記入例を参照のうえ １１月  日（ ）までに提出ください。 
［ 昨年と比べてかわった点 ］ 

 
１． 住宅借入金等特別控除について、平成 19 年度の税制改正により次ぎの特例が設けられまし   

た。 
 

① 税源移譲の実施に伴う対応として、税源移譲の住宅借入金等特別控除の効果を確保する観点から、平

成 19 年 1 月 1 日から生成 20 年 12 月 31 日までの間に住宅の用に供した場合の特例が設けられまし

た。（現行の特別控除との選択適用）。 
② 特定のバリアフリー改修工事を含む増改築等を行った住宅を平成 19 年 4 月 1 日から平成 20 年 12 月

31 日までの間に居住の用に供した場合の特例が設けられました。（現行の増改築等に係る特別控除又

は上記①の特例との選択適用）。また、一定のバリアフリー改修工事が住宅借入金等特別控除の対象

となる増改築等の範囲に加えられました。 
 

２． 源泉徴収義務者が納税者に対し交付することとされている書類のうち、書面による交付に代   
えて電磁的方法により提供することができるものの範囲に、退職所得の源泉徴収票及び支払い明細書

等が追加されました。 
 

 

＜参考＞ 平成２１年分の年末調整から適用される主な改正点 

  

平成 20 年度の税制改正のより、省エネ改修工事等に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除の控除額の特例

が創設されるとともに、住宅借入金等特別控除の対象となる増改築等の範囲が拡充されました。 

 

 

 

 



☆ 提出書類・提出期日☆   記載例を参考にして下さい。 

 

                               （全員）11月  日～  日までに提出 

                                   

 記載内容が正しいか、家族状況に変更ないか、確認してください。 

  ・ない場合     そのまま提出                           

  ・あった場合    記入する。（出生など扶養親族の数が増加した、結婚し控除対象配偶者を有した、本

人が障害者・寡夫・寡婦・勤労学生となった、控除対象配偶者や扶養親

族が障害者に該当することとなった、扶養親族が就職・結婚などで数が

減少した、等の場合） 

 

                                           （全員） 

                   申告書の裏面に証明書を添付  11月  日～  日までに提出 

○ 給与所得者の保険料控除申告書 

  ・生命保険料・・・本年中に支払った保険料が一契約９，０００円以上はすべて証明書が必要です。 

           保険金の受取人の全てが所得者本人又は配偶者や親族に限る。 

  ・個人年金 ・・・支払った金額に多少に関わらず証明書が必要です。 

    保険料    年金の受取人は所得者本人又はその配偶者であること。（扶養親族は含まない） 

  ・地震保険料・・・支払った金額の多少に関わらず証明書が必要です。 

・社会保険料・・・国民年金保険料及び国民年金基金の掛金を申告する場合、社会保険庁等が発行した証明

書が必要です。   

○ 給与所得者の配偶者特別控除申告書（該当者のみ） 

   所得者の申告が１，０００万円以下で、控除対象配偶者に該当しない人を有する場合で、配偶者の合計所

得が７６万円未満であること。つまり、配偶者の合計所得金額が３８０，００１円以上７６万円未満の場

合です。ただし、配偶者が青色事業専従者及び白色事業専従者の場合は受けることが出来ません。 

     ※ 配偶者の所得を正確に把握して下さい。 

 

                   （該当者のみ）      11 月  日～  日までに提出        

   

申告書は税務署から本人に控除対象年数分送付されていますので、共済組合や取扱金融機関等の残高証明書

を添付して提出してください。 

＊ 必ず２０年分の用紙を使用してください。 

  ＊ 本年中に住宅を取得した場合は確定申告(時期は２１年２月１６日～３月１６日)をします。 

    （翌年から年末調整が可能になります。） 

   

      ここまでの提出書類は平成２０年１２月３１日が基準日となります。 

 

                               （全員） １２月下旬提出 

     

 １２月下旬、人事給与システムより配信されますので、打ち出したものを後日配布します。 

 平成２０年度分給与所得者の扶養控除等（異動）申告書と同様にチェックします。  

   

          国税庁のホームページ： 「http://www.nta.go.jp/index.htm 」 

                                                                                                                         

１．平成 20 年分給与所得者の扶養控除等（異動）申告書 
 

２．平成 20 年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書 

３．住宅借入金等特別控除申告書 

４．平成２１年分扶養控除申告書（異動）申告書 



【 記載例 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

     
 
 

                          

所得金額３８万円（給与所得のみ

の場合は１０３万円）をこえてい

ませんか。 

公的年金の所得金額は３８万円（６５歳以

上の人は収入金額１５８万円、６５歳未満

の人は１０８万円）以下ですか。 

アルバイト収入はありま

せんか。１０３万円をこ

えていませんか。 


